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令和3年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計決算総括表

入歳

1 後期高齢者医療保険料

1 後期高齢者医療保険料

予

2 使用料及び手数料

現額A調

円

4.485.034,000

1 手数料

3 繰入金

定

4.485,034,000

1 一般会計繰入金

額

円 円

4388β41.6984.358,115,215

4 繰越金

収

日

472,000

入

1 繰越金

4.388.841,6984,358,"5,215

5 諸収入

472.000

済

1.519,233,000

額

1.519,233,000

うち還付未済
額 D

円

6,420,530

423,050

1 延滞金、加金及び過料

C

423.050

2 償還金及び還付加金

1,491.934,166 1,4引,934,166

不納欠

5,651,700

3 雑入

424.590

1,491.934,166 1,491,934.166

5,651.700

B -(C-D)-E

収入未済額
額E

6,420.530

424,590

円

3,312,090

10258.000

6B'356,412

1'168,000

1,540

68356,412

0 - A

予算現額と収入
済額との比較

3,312,090

円

33'834,923

9.079.000

1,540

68356,412

6,859,524

68,356,412

1,080,524

33.834,923

11,000

0

C/BXI00事項別明細審

収入率記載頁記

0

円

' 126,9玲,785

6.020.648,700

5,522.800

6,859,664

0

0

' 126.918.785

1,080,664

0

0

256200

0

"

99.3%

5,956,414,8505,925.690.047

5522.800

0

0

0

' 47,410

140

慧見書

愈頁

0

256.200

0 ' 27.298,834

99.3高

▲ 47.410

140

458~461

頁

0

100.4%

0 ▲ 27.298,834

0

0

1004郭

な予算現額と収
額との差の説

千円未満四捨五入

0

頁

86~87

0

0

1000%

62,704,712

0

6.422210

・保険料収入が見込みを下回ったことによ
り後期高者医療保険料が減とナ'ナ・も
の。(126,919千円)

0

1000%

62,704,712

0 ▲ 3,398.336

0

100.0%

0

3,312,090

100.0%

0

▲ 87,336

' 3.556.200

100,0%

0

33,834.923 ▲ 94.958.653

・保険料軽減分を負担する保険基盤安定
繰入金が見込みを下回ったことなどによる
もの。(27.2的千円)

100.0%

245200

100.0%

・繰越金等において、前年度繰越金が発
生したことにより繰越金が増となったも
の。(62.705千円)

100.0%

入
明
)

主
済
(



2 令和3年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計決算総括表

歳 出

1総 務 費

1総務管理費

現額A支出済

円

56,991,700

2徴収費

2 後期高齢者医痩広域連含納付金 5,954,078.000 5.845,786'765

額B

円

33,438,700

51,721,065

翌年度細越額C

円

5.954.078,000 5,845,786,765,硫期嘉齢者語痴広壊運含勧付量

31.788.370

3 諸支出金

A-B-C

不用

23,553,000

1 償還金及び還付加金

B/AX I00

額執行率

円 M

19,932.695

4 予備費

5270.635

亭項別明細

記鮫頁

頁

1 予備費

1,650.330

9,079.000

90.8% 462~465

主要な施策

記載頁

頁

9,079,000

合

5,526,440

3.620,305

500.000

計

審査意見書

記鮫頁

頁

0

5.925,690,047円入
5.903,034.270円歳出総額

歳入歳出差引残額 22'6闘,7刀円

6き4~686

5,526,440

108291.235

500,000

0

6,020,648,700 5,903.034,270

108,291.235

0

982%

3.552.560

98.2%

3,552,560

主な不用額の説明
(千円未満四捨五入)

・一般管理事務費において、郵送料が〒定を下回ったことなどに
よるもの。(1,650千円)

60.9%

500,000

500.000

0

・賦課徴収亊務費において、郵送料が〒定を下回ったことなどに
よるもの。(3,620千円)

117,614.430

・後期高者医療広域連合納付金において、保険料等納付金、
保険料軽減分を負担する基盤安定負担金などが見込みを下
回ったことによるもの。(108.291千円)



3 後期齢者医療制度における医療費の負担割合及び流れ図
a)後期高齢者医療費負担割合(平成20年4月~)

保険料

10/100

(注1)公

(2)医療費等の流れ図

支払基金交付金

40/100

内での_割合(国

計合

50/100

県:市=4:1

ム

国庫負担金

4/12

1)

支払基金

支援金

保険者

(注1)

県負担金

1/12

③支払基金交付金

【国保】

【共済組合】

【船保】
【組合健保】

【協会けんぽ】

被保険者

(3)

③療養給付費
国負担金

(定率4/12)

市負担金

1/12

の

医療機関

平均被保険者数(人)

医療費総額(千円)

一人あたり医療費(円)

〔被保険者証提示〕

①医療費請求・支払

後期高齢者医療
広域連合

特別会計

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

③療養給付費
県負担金

(定率1/12)

国

②医療費請求
支払

平成30年度

64,673

84,663,403

1,309,100

゛

③療養給付
市負担金

(定率1/12)

県

令和元年度

65,514

86,183,9刀

1,315,505

国保連合会

広域連合納付金

保険基盤安定

県負担金

長崎

後期高齢者医療

特別会計

長崎市

(一般会計)

令和2年度

65,556

83,186β03

1,268943
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令和3年度

65,426

84,553β17

1,292,358

0保険基盤安定負担金

(県3/4十市ν4)
0事務費

(広域連合及び長崎市

分)

保
険
料
納
付

一
,
,
.
.
,

繰
入
金

受
診

,
ー
ー
亨



4後期 者医療事業に係る会計のしくみ

長崎市

E^
保険盤定県負担金
964,378'011円

一般会計(主なもの)

保険基盤安定繰出金
1.285.837.349円

区亙亙ヨ

後期高者医療健康診査
受託事業収入
58.407.5船円

※内訳
県負担分(3/4)
市負担金(ν4)

事務費繰出金

206,096.817円

964.378.011円
321.459.3開円

※内訳 160,720,212円
(広域連合事務費負担金)
叫5'3充,605円(長崎市事務
費)

後期高齢者医療事業

費補助金(原塚分)

84,058000円

後期高齢者医療健康診査費
56290,1舶円(事務費含む)

保険基盤安定負担金
1,285,837'349円

後期高齢者医療事業特別会計

※収入額と支出額の差一

健診実施月(支出対象月)と広域
連合請求月(収入対叡月)に約

2ケ月のずれが生じるため

後期高齢者医療療給付費
負担金
6,191,212,050円

E亙ヨ

保険料
4.358.115.215円

延滞金

1080,664円

事務費繰入金
206,096,817円

繰越金
68.356.412円

広域連合納付金
5β45,786,765円

[璽亘]

長崎県後期高齢者医療広域連合一般会計及び特別会計

※内訳

保険料等納付金
4,399,229,204円

広域連合事務費負担金
160,720,212円

保険基盤安定負担金
1,285,837,349円

督促手数料
424.590円

雑入
256,200円

保険料還付金・加算金
5,522,800円

長崎市事務費
51,721,065円

※督促手数料など
1.693,760円含む
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保険料還付金・加算金

〔被保険者へ還付)
5,526,440円

※督促手数料3.6如円含む

歳入総額
歳出総額

歳入歳出差引残額

5,925,690,047円
5'903,034270円

22.655.フフ7円

,
~
、



5 後期高齢者医療広域連合納付金内訳

①保険料等納付金

②事務負担金

後期高齢者医療保険料等を納付

③保険基盤安定負担金

広域連合の運営及び保険給付に要する事務費等を県内
21市町で各市町が定められた次の割合で負担
均等寒KI0%)+高齢者人口割(50%)+人口害1(40叱)

保険料軽減分(均等割額の7・5・2割軽減、被用者保
険の被扶養者に対する軽減)を県3/4・市V4の割合で
負担

予算現額

4,486,201.000

円

支出済額

4.399,229,204

160,721,000

円

不用額

1,307,156,000

160,720,212

86.971.796

円

5,954,078,000

1.285,837,349

5,845,786.765

21,318,651

108' 291,235



6 後期齢者医療保険料の収納状況

令和3年度

特別徴収

普通徴収

滞納繰越分

合計

調定額

①

円

4,354,399,000

2,744,191,500

1,610207,500

34,U2,698

4,388β41,698

令和2年度

特別徴収

普通徴収

滞納繰越分

合計

収入済額

うち還付未済

③
②

円

4,342β83,542

2,749,382,430

1,593,501,112

15231,673

4,358,115215

※収納率(実収納率) ^

収入額

④(②③)

円円

6,420,530 4,336,463,012

5,190,930 2,744,191,500

1,229,600 1,592271,512

0 15,231,673

6,420,530 4351,694,685

4β65β87,440

2,753,724β70

1β12,162,570

36,545,679

4,402,433,119

令和3年度決
における収

入未済の状況

4,353,500,520

2,758,325,フ70

1,595,174,750

17,128β07

4,370,629,327

還付未済額を除いた収入済額/調定額

収納率不納欠損額収入未済額

⑤①・④⑤④/①

円%

フ,7009959

0

令和3年度

収入未済額⑥

円

5,621,470

4,600,900

1,020,570

フ,200

5,628,670

主な増減理由

令和2年度

収入未済額⑦

円

100.00

33β34,923

4,347β79,050

2,753,724β70

1,594,154,180

17,121,607

4,365,000,657

9889

4422

増減額

⑧=⑥→⑦

円

99.15

フ,700

3,304,390

3,312,090

円

17,928288

0

17.928288

15,906,635

33β34,923

34,366,118

99,59

10000

前年比

恒ン⑧/⑦

98.88

▲531,195

4685

99.15

3,066β44

3,066,3U

18,008,390

0

18,008,390

16,357,728

34,366,118

-6-

%

'15
強制徴収を含めた納付指導により、
納付が進んだもの。

0
 
0
 
0



7 保険及ぴ対者

一人あたりの保険料

(令和3年度平均 65,235円)

※均等割額・一被保険者全員が均等に負担

※所得割額・一各被保険者の所得に応じて負担

の゛ナ'し、

均等割額の軽減対数被保険者数【令和3年度本算定時】

区分
軽減区分 (同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額)

43万円(基礎控除額)+10万円X(給与所得者等の数一
7割軽減 1)

43万円十28.5万円X被保険者数+10万円X(給与所得者
5割軽減等の数一1)

43万円+52万円X被保険者数+10万円X(給与所得者等
2割軽減の数一1)

この制度に入る前日に職場の医療保険の被扶養者だった方の
被扶養者 うち、上記の「所得の少ない方への保険料額」の対象ではない方
(5割軽減)

(制度加入後2年間時限)

計

被保険者数
(人)

への

均等割額

47,200円

2,517

+所得割額

(総所得金額等一基礎控除額43万円)×8

被保険者数
(人)

所得割額の軽減対象被保険者数【令和3年度本算定時】

31,297

軽減区分

被扶養者
(所得割額なし)

フ,944

98%

フ,128

区分

(被保険者の総所得金額等)

この制度に入る前日に職場の医療保
険の被扶養者だった方

<参考>令和3年度長崎市平均被保険者数 65,426人

1 18

46.487



8 保険料の改定経過及び軽減措置

(1)後期高齢者医療保険料改定経過

均等割額所得割率

42,400円 フ.8%H20~H23

M,600円 823%H24~H25

46,800円 8.8%H26~H29

45β00円 8.67%H30~RI

47,200円 8.98%R2~R3

9.03%49,400円R4~R5

②保険料軽減措置

軽減の種類軽減本則軽減特例措置

9割
(R1ほ8割)7割

(R2~特例無)

85割均等割
(R27.75害D7割
(R3~特例無)

賦課限度額

50万円

闘万円

釘万円

62万円

64万円

66万円

令和3・4年度

※同一世帯内の
被保険者と世帯
主の前年の総所
得金額等の合計

43万円+(28万5千円X被保険者数)+
10万円X(給与所得者数等の数一1)以下

43万円一(52万円X被保険者数)十
10万円X(給与所得者数等の数一1)以下

所得割なし・均等御15割(2年間時限)

所得割

被扶養者
(制度加入前日
まで社会保険
の被扶養者)

5割

2割

平成30年度

3 一人たし

なし

所得割なし・
均等寄15割
(2年間時限)

平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度
1人あたり保険料額(円)

65,174 65,23562,09861.082

※毎年度6月当初賦課時点において、賦課総額を賦課対象被保険者数で除した金額

33万円以下(被保険者全員年金収入かつ収入80万円以下)

-8-

33万円+(27万5千円

X被保険者数)以下

33万円+(50万円

X被保険者数)以下

5割
(H29は2御D

所得割なし・
均等割9割

令和元年度

所得割なし・均等寄15割

33万円+(28万円
X被保険者数)以下

33万円十(51万円
X被保険者数)以下

33万円以下

令和2年度

33万円十(28万5千円
X被保険者数)以下

33万円十(52万円
X被保険者数)以下

43万円+

10万円X(給与所得者数等の数一1)以下

なし


